
宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
施
行
細
則
（
案
） 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
の
施
行
に
つ
い
て
は
、
宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
十

六
号
。
以
下
「
政
令
」
と
い
う
。
）
及
び
宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
七

年
建
設
省
令
第
三
号
。
以
下
「
省
令
」
と
い
う
。
）
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
細
則
の
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
る
。 

（
提
出
書
類
に
つ
い
て
） 

第
二
条 

法
、
政
令
、
省
令
又
は
こ
の
細
則
の
規
定
に
よ
り
知
事
に
提
出
す
る
書
類
は
、
別
に
定
め
が
あ
る

も
の
を
除
く
ほ
か
、
正
本
一
部
及
び
副
本
一
部
と
す
る
。 

（
証
明
書
及
び
許
可
証
の
様
式
） 

第
三
条 

法
第
七
条
第
一
項
（
法
第
二
十
四
条
第
二
項
又
は
第
四
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
及
び
第
二
項
の
証
明
書
は
、
第
一
号
様
式
に
、
同
項
の
許
可
証
は
、
第
二
号
様
式
に
よ
る
も

の
と
す
る
。 

（
宅
地
造
成
等
に
関
す
る
工
事
の
許
可
申
請
時
に
提
出
を
要
す
る
書
類
） 

第
四
条 

省
令
第
七
条
第
一
項
第
十
号
及
び
同
条
第
二
項
第
八
号
に
規
定
す
る
同
意
を
得
た
こ
と
を
証
す
る

書
類
の
様
式
は
、
宅
地
造
成
等
の
施
行
同
意
書
（
第
三
号
様
式
）
と
す
る
。 

 

２ 

省
令
第
七
条
第
一
項
第
十
二
号
又
は
同
条
第
二
項
第
十
号
の
規
則
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
も

の
と
す
る
。 

 

一 

当
該
工
事
を
施
行
す
る
土
地
の
登
記
簿
謄
本 

 

二 

工
事
主
の
資
力
及
び
信
用
に
関
す
る
申
告
書
（
第
四
号
様
式
） 

 

三 

工
事
施
行
者
の
能
力
に
関
す
る
申
告
書
（
第
五
号
様
式
） 

 

四 

工
事
主
が
、
法
人
で
あ
る
と
き
は
法
人
税
の
納
税
証
明
書
、
個
人
で
あ
る
と
き
は
所
得
税
の
納
税
証

明
書 

 

五 

工
事
施
行
者
の
登
記
事
項
証
明
書
及
び
工
事
施
行
者
が
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）

第
三
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
（
工
事
の
難
易
度
が
高
い
場
合
に
限

る
。
） 

 

六 

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類 

（
宅
地
造
成
等
に
関
す
る
工
事
の
協
議
の
申
出
） 

第
五
条 

宅
地
造
成
又
は
特
定
盛
土
等
に
関
す
る
工
事
に
つ
い
て
、
法
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
知

事
と
協
議
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
宅
地
造
成
又
は
特
定
盛
土
等
に
関
す
る
工
事
の
協
議
書
（
第
六
号
様

別紙１



式
）
に
、
第
四
条
第
二
項
第
一
号
、
省
令
第
七
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
及
び
第
六
号
に
掲
げ

る
書
類
を
添
え
て
知
事
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
に
つ
い
て
、
法
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
知
事
と
協
議
し
よ
う
と

す
る
者
は
、
土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
の
協
議
書
（
第
七
号
様
式
）
に
、
第
四
条
第
二
項
第
一
号
及
び

省
令
第
七
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
知
事
に
提
出
す
る
も
の
と
す

る
。 

３ 

知
事
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
書
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
内
容
を
審
査
し
、
適
当
と

認
め
た
と
き
は
、
宅
地
造
成
等
に
関
す
る
工
事
の
協
議
成
立
通
知
書
（
第
八
号
様
式
）
に
よ
り
通
知
す
る

も
の
と
す
る
。 

４ 

第
三
条
、
次
条
、
第
八
条
及
び
第
十
一
条
の
規
定
は
、
協
議
が
成
立
し
た
工
事
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

（
宅
地
造
成
等
に
関
す
る
工
事
の
軽
微
な
変
更
の
届
出
） 

第
六
条 

法
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
工
事
主
は
、
宅
地
造
成
等
に
関
す
る

工
事
の
変
更
届
出
書
（
第
九
号
様
式
）
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
宅
地
造
成
等
に
関
す
る
工
事
の
工
事
計
画
の
変
更
協
議
の
申
出
） 

第
七
条 

宅
地
造
成
又
は
特
定
盛
土
等
に
関
す
る
工
事
に
つ
い
て
、
法
第
十
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す

る
法
第
十
五
条
第
一
項
の
協
議
を
行
お
う
と
す
る
者
は
、
宅
地
造
成
又
は
特
定
盛
土
等
に
関
す
る
工
事
の

変
更
協
議
書
（
第
十
号
様
式
）
に
、
省
令
第
三
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
図
面
を
添
え
て
知
事
に
提
出

す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
に
つ
い
て
、
法
第
十
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
五
条
第
一

項
の
協
議
を
行
お
う
と
す
る
者
は
、
土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
の
変
更
協
議
書
（
第
十
一
号
様
式
）

に
、
省
令
第
三
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
図
面
を
添
え
て
知
事
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

第
五
条
第
三
項
の
規
定
は
、
前
二
項
の
協
議
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

（
宅
地
造
成
等
に
関
す
る
工
事
の
定
期
の
報
告
） 

第
八
条 

宅
地
造
成
又
は
特
定
盛
土
等
に
関
す
る
工
事
に
つ
い
て
、
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報

告
を
し
よ
う
と
す
る
工
事
主
は
、
当
該
工
事
が
完
了
す
る
ま
で
の
間
、
宅
地
造
成
又
は
特
定
盛
土
等
に
関

す
る
工
事
の
定
期
報
告
書
（
第
十
二
号
様
式
）
に
、
省
令
第
四
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
書
類
を
添
付

し
て
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
に
つ
い
て
、
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
し
よ
う
と
す
る

工
事
主
は
、
当
該
工
事
が
完
了
す
る
ま
で
の
間
、
土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
の
定
期
報
告
書
（
第
十
三

号
様
式
）
に
、
省
令
第
四
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
書
面
を
添
付
し
て
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 



（
宅
地
造
成
等
に
関
す
る
届
出
工
事
の
添
付
書
類
） 

第
九
条 
法
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
宅
地
造
成
等
に
関
す
る
工
事
の
届
出
を
行
う
場
合
で
あ

っ
て
、
当
該
工
事
が
政
令
第
二
十
三
条
各
号
又
は
第
二
十
五
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
規
模
に
係
る
も
の

で
あ
る
と
き
は
、
省
令
第
五
十
二
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
届
出
書
に
、
同
条
第
二
項
又
は
第
四
項
の
表

に
掲
げ
る
図
面
及
び
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

法
第
二
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
省
令
第
五
十
五
条
の
届
出
書
に
知
事
が
必
要
と
認
め

る
書
類
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

法
第
二
十
一
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
省
令
第
五
十
六
条
の
届
出
書
に
知
事
が
必
要
と
認
め

る
書
類
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
宅
地
造
成
等
に
関
す
る
届
出
工
事
の
変
更
届
出
） 

第
十
条 

法
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
工
事
主
は
、
当
該
届
出
に
係
る
事
項
を
変
更

し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
宅
地
造
成
等
に
関
す
る
工
事
の
届
出
の
変
更
届
出
書
（
第
十
四
号
様
式
）
を
知

事
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

法
第
二
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
工
事
主
は
、
当
該
届
出
に
係
る
事
項
を
変
更
し
よ

う
と
す
る
と
き
は
、
擁
壁
等
に
関
す
る
工
事
の
届
出
の
変
更
届
出
書
（
第
十
五
号
様
式
）
を
知
事
に
提
出

す
る
も
の
と
す
る
。 

（
宅
地
造
成
等
に
関
す
る
工
事
の
中
止
等
） 

第
十
一
条 

宅
地
造
成
等
に
関
す
る
工
事
に
つ
い
て
、
法
第
十
二
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
工
事
主
又
は

法
第
二
十
一
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
の
届
出
を
し
た
工
事
主
は
、
当
該
工
事
を
中
止
し
、
若
し
く
は

中
止
し
た
工
事
を
再
開
し
、
又
は
当
該
工
事
を
廃
止
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
宅
地
造
成
等
に
関
す
る
工

事
の
中
止
（
再
開
、
廃
止
）
届
（
第
十
六
号
様
式
）
に
よ
り
、
速
や
か
に
知
事
に
届
け
出
る
も
の
と
す

る
。 

（
特
定
盛
土
等
規
制
区
域
内
に
お
け
る
特
定
盛
土
等
又
は
土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
の
届
出
書
の
添
付
書

類
） 

第
十
二
条 

省
令
第
五
十
八
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
二
項
第
二
号
の
規
則
で
定
め
る
書
類
は
、
知
事
が
別

に
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
特
定
盛
土
等
又
は
土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
の
許
可
申
請
時
に
提
出
を
要
す
る
書
類
） 

第
十
三
条 

法
第
三
十
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
工
事
主
は
、
省
令
第
七
条
第
一
項
第
十
号
及

び
第
二
項
第
八
号
に
規
定
す
る
同
意
を
得
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
（
宅
地
造
成
等
の
施
行
同
意
書
（
第
三

号
様
式
）
）
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

省
令
第
六
十
三
条
第
一
項
第
二
号
又
は
第
二
項
第
二
号
の
規
則
で
定
め
る
書
類
は
、
第
四
条
第
二
項
各



号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

（
特
定
盛
土
等
又
は
土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
の
協
議
の
申
出
） 

第
十
四
条 
特
定
盛
土
等
に
関
す
る
工
事
に
つ
い
て
、
法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
知
事
と
協
議

し
よ
う
と
す
る
者
は
、
宅
地
造
成
又
は
特
定
盛
土
等
に
関
す
る
工
事
の
協
議
書
（
第
六
号
様
式
）
に
、
第

四
条
第
二
項
第
一
号
、
省
令
第
七
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添

え
て
知
事
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
に
つ
い
て
、
法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
知
事
と
協
議
し
よ
う

と
す
る
者
は
、
土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
の
協
議
書
（
第
七
号
様
式
）
に
、
第
四
条
第
二
項
第
一
号
及

び
省
令
第
七
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
知
事
に
提
出
す
る
も
の
と
す

る
。 

３ 

知
事
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
書
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
内
容
を
審
査
し
、
適
当
と

認
め
た
と
き
は
、
宅
地
造
成
等
に
関
す
る
工
事
の
協
議
成
立
通
知
書
（
第
八
号
様
式
）
に
よ
り
通
知
す
る

も
の
と
す
る
。 

４ 

第
三
条
、
次
条
、
第
十
七
条
及
び
第
二
十
条
の
規
定
は
、
協
議
が
成
立
し
た
工
事
に
つ
い
て
準
用
す

る
。 

（
特
定
盛
土
等
又
は
土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
の
軽
微
な
変
更
の
届
出
） 

第
十
五
条 

法
第
三
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
工
事
主
は
、
宅
地
造
成
等
に
関

す
る
工
事
の
変
更
届
出
書
（
第
九
号
様
式
）
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
特
定
盛
土
等
又
は
土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
の
工
事
計
画
の
変
更
協
議
の
申
出
） 

第
十
六
条 

特
定
盛
土
等
に
関
す
る
工
事
に
つ
い
て
、
法
第
三
十
五
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三

十
四
条
第
一
項
の
協
議
を
行
お
う
と
す
る
者
は
、
宅
地
造
成
又
は
特
定
盛
土
等
に
関
す
る
工
事
の
変
更
協

議
書
（
第
十
号
様
式
）
に
、
省
令
第
六
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
図
面
を
添
え
て
知
事
に
提
出
す
る
も

の
と
す
る
。 

２ 

土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
に
つ
い
て
、
法
第
三
十
五
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
四
条

第
一
項
の
協
議
を
行
お
う
と
す
る
者
は
、
土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
の
変
更
協
議
書
（
第
十
一
号
様

式
）
に
、
省
令
第
六
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
図
面
を
添
え
て
知
事
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
は
、
前
二
項
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

（
特
定
盛
土
等
又
は
土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
の
定
期
の
報
告
） 

第
十
七
条 

特
定
盛
土
等
に
関
す
る
工
事
に
つ
い
て
、
法
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
し
よ

う
と
す
る
工
事
主
は
、
当
該
工
事
が
完
了
す
る
ま
で
の
間
、
宅
地
造
成
又
は
特
定
盛
土
等
に
関
す
る
工
事

の
定
期
報
告
書
（
第
十
二
号
様
式
）
に
、
省
令
第
七
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
書
類
を
添
付
し
て
、
知



事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
に
つ
い
て
、
法
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
し
よ
う
と
す

る
工
事
主
は
、
当
該
工
事
が
完
了
す
る
ま
で
の
間
、
土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
の
定
期
報
告
書
（
第
十

三
号
様
式
）
に
、
省
令
第
七
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
書
類
を
添
付
し
て
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

（
特
定
盛
土
等
又
は
土
石
の
堆
積
に
関
す
る
届
出
工
事
の
添
付
書
類
） 

第
十
八
条 

法
第
四
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
盛
土
等
又
は
土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
の
届
出

を
行
う
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
工
事
が
政
令
第
二
十
三
条
各
号
又
は
第
二
十
五
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る

規
模
に
係
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
省
令
第
八
十
二
条
第
一
項
又
は
同
条
第
二
項
の
届
出
書
に
、
省
令
第

五
十
二
条
第
二
項
又
は
同
条
第
四
項
の
表
に
掲
げ
る
図
面
及
び
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類
を
添
付
す
る

も
の
と
す
る
。 

２ 

法
第
四
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
省
令
第
八
十
五
条
の
届
出
書
に
知
事
が
必
要
と
認
め
る

書
類
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

法
第
四
十
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
省
令
第
八
十
六
条
の
届
出
書
に
知
事
が
必
要
と
認
め
る

書
類
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
特
定
盛
土
等
又
は
土
石
の
堆
積
に
関
す
る
届
出
工
事
の
変
更
届
出
） 

第
十
九
条 

法
第
四
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
工
事
主
は
、
当
該
届
出
に
係
る
事
項
を
変
更

し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
宅
地
造
成
等
に
関
す
る
工
事
の
届
出
の
変
更
届
出
書
（
第
十
四
号
様
式
）
を
知

事
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

法
第
四
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
工
事
主
は
、
当
該
届
出
に
係
る
事
項
を
変
更
し
よ
う

と
す
る
と
き
は
、
擁
壁
等
に
関
す
る
工
事
の
届
出
の
変
更
届
出
書
（
第
十
五
号
様
式
）
を
知
事
に
提
出
す

る
も
の
と
す
る
。 

（
特
定
盛
土
等
又
は
土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
の
中
止
等
） 

第
二
十
条 

特
定
盛
土
等
又
は
土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
に
つ
い
て
、
法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
届
出
を
し
た
工
事
主
若
し
く
は
法
第
三
十
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
工
事
主
又
は
法
第
四
十
条
第

一
項
若
し
く
は
第
三
項
の
届
出
を
し
た
工
事
主
は
、
当
該
工
事
を
中
止
し
、
若
し
く
は
中
止
し
た
工
事
を

再
開
し
、
又
は
当
該
工
事
を
廃
止
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
宅
地
造
成
等
に
関
す
る
工
事
の
中
止
（
再

開
、
廃
止
）
届
（
第
十
六
号
様
式
）
に
よ
り
、
速
や
か
に
知
事
に
届
け
出
る
も
の
と
す
る
。 

 


